
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アラミド繊維からなる紐状の部材（１）を中心部に配置し、該部材（１）に張力がかから
ないように、その周りに複数本の導体（２）を撚り合わせ、さらにその上に絶縁体（３）
を押出し被覆してなることを特徴とするラジオ再放送専用誘導線
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、トンネル等の非常用及びお客様のサ－ビス用として設置するラジオ再放送設
備に送信するためのラジオ再放送等誘導線の構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ラジオ再放送等誘導線としては、市販されている架空配電線用の電線（ＯＷ線）を
利用して、トンネル等の天井及び壁面などの覆工コンクリ－トに数メ－トル毎に碍子で支
持され配線されているので、振動や経年劣化により絶縁被覆に亀裂が生じると、そこから
湿気が進入し、導体が腐食され、最終的には導体の腐食断線に至り、電線が車道に垂れ下
がるという不具合が生じる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、従来の技術で述べた不具合を解消するためになされたもので、導体が腐食断
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線を起こしても車道にたれ下がることがないラジオ再放送等誘導線の提供を目的とするも
のである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
この発明のラジオ再放送等誘導線は、耐食性を有するとともに可撓性と耐張力性を備えた
非金属繊維からなる紐状の部材を中心部に配置し、この部材に張力がかからないように、
その周りに複数本の導体を撚り合わせ、さらにその上に絶縁体を押出し被覆してなること
を特徴とするものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
この発明の実施の形態の一例を図面を参照しながら、説明するに、図１に示すように、ア
ラミド繊維などからなる耐食性を有するとともに可撓性と耐張力性を備えた非金属繊維か
らなる紐状の部材１を中心部に配置し、部材１に張力がかからないように、その周りに複
数本の硬銅線、硬アルミ線などの導体２を撚り合わせ、さらにその上にポリエチレンなど
の絶縁体３を押出し被覆している。
【０００６】
平常の使用時においては、アラミド繊維などからなる紐状の部材１には張力がかからない
状態になっており、平常時における前記部材１の機械的な引張荷重に起因する抗張力の低
下は生じない。
【０００７】
絶縁体３のひび割れなどによる湿気の進入などに起因する硬銅線などの導体２の腐食断線
が生じると、断線箇所において、導体２が切断開離するので、ここでアラミド繊維などか
らなる紐状の部材１に引張荷重がかかり、本願に係るラジオ再放送等誘導線の車道への垂
れ下がりを防止する。
【０００８】
【発明の効果】
この発明は上述のように構成されているので、次のような効果を呈する。
▲１▼定常状態では、アラミド繊維などからなる紐状の部材には引張荷重がかからないの
で、抗張力の低下がない。
▲２▼導体断線時において、アラミド繊維などからなる紐状の部材に引張荷重がかかり、
再放送等誘導線の車道への垂れ下がりを防止する。
▲３▼アラミド繊維などからなる紐状の部材の周りに導体を撚り合わせた撚り線構造にし
ているので、可撓性があり、配線工事が容易である。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の一例を示す断面図
【符号の説明】
１　アラミド繊維などからなる紐状の部材
２　導体
３　絶縁体
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【 図 １ 】
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